
様式第１号  

      令和６年７月１０日   

 

千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金交付申請書兼実績報告書  

 

（あて先）千葉市長  

 

                  申  請  者  

           所 在 地 千 葉 市 中 央 区 千 葉 港 １番 １号（※１） 

            氏名又は法人名 〇〇株 式 会 社  

                      及び代表者職氏名 代 表 取 締 役  千 葉  太 郎  （※２）  

                      生年月日（個人事業主の場合） 
（ ※ １ ） 個 人 事 業 主 の 場 合 、 事 業 所 所 在 地 、 事 業 主 住 所 地 の 両 方 を 記 入 し て く だ さ い  

（ ※ ２ ） 法 人 の 場 合 は 記 名 押 印 （ 代 表 者 印 ） し て く だ さ い 。  

法 人 以 外 で も 本 人 （ 代 表 者 ） が 手 書 き し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  

             （連絡先電話番号） 042-245-5278   （担当）千葉       

           （連絡先メールアドレス）                         

                  koyosuishin.EAE@city.chiba. lg.  jp                        

 令和６年度千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金の交付を受

けたいので、千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金交付要綱第

５条の規定により、次のとおり申請します。  

 

※複数の研修をまとめて申請できます。  

研
修 

研 修 主 催 者  株式会社○○  

研 修 名 称  ビジネスマナー研修  

研 修 実 施 期 間  
令和６年６月１０日～令和６年６月１１日  

受 講 人 数            ３人  

研修経費総額（ A）        ４５，０００円（税抜き）  

交 付 申 請 額         ２２，０００円  

※研修等経費総額（ A）の１ /２（１ ,０００円未満の端数

は切り捨て）又は上限５万円（拡充支援の決定を受けた者

は上限１０万円）のいずれか低い額。  

受 講 の 成 果  ※研修を受講させた成果をどのように活用しているかに

ついて、事業主としての見解を記述してください。  

ビジネスマナーを学 んだことにより、顧 客 満 足 度 を高 めるこ

とに繋 がり、会 社 の信 頼 性 向 上 に影 響 していると考 える。 

記載例  

研 修 受 講 （受 験 ）後 、

３ 月 ３ １ 日 ま でに提 出 し

てください。  

代表者  

之印  

 

法 人 代 表 者 の

印 を押 印 して  

ください。  

会 社 と し て の 活 用 状 況 を 記 入 し て く

ださい。  

※研 修 受 講 者 の感 想 ではありません  

裏 面 に続 きます  

45,000 円 ÷2＝22,500 円  

➡交 付 申 請 額  22,000 円  

※研修等経費総額Ａ÷2  

※千円未満の端数は切 り捨 て  

 

■消 費 税 を除 いた金 額 を記 入 してください。  

※税抜 き金額 は、請求書等 をご確認 ください。税

込 み金額 しか記載 がない場合は、研修費用 の

税込総額 から算出 してください。  

【例 】  

税込み総額 49,500 円 の場合  

→税抜 き 45,000 円（49,500 円 ÷1.1）  

 

■割 引 がある場 合 は、割 引 後 の金 額 (税 抜

き)を記 入 してください。  

【例 】2 講座以上の同時申込で 10％OFF  等  

 



誓
約
欄 

□   

申請に当たり、当該研修において、「国・県及びその他機関から補

助金等の交付を受けないこと」かつ「研修に要する経費を受講す

る従業員又は経営者に負担させていないこと」を誓約します。  

（□にチェックをしてください）  

同
意
欄 

□ 
申請に当たり、千葉市が当団体（個人事業主の場合、事業主本人）

の市税に関する課税・納税情報を調査することに同意します。  

（□にチェックをしてください）  

 

＜確認事項＞  

添付書類  

（１）履歴事項全部証明書  

（２）補助対象事業に係る修了証書の写し（研修修了者全員分）  

（３）経費に係る領収書等（経費の内訳が分かるもの）の写し  

（４）中小企業者の従業員数が確認できる資料（資本金が中小企業者の範囲

を超えている場合のみ）  

 


